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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年７月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２７年１１月２３日 ２２時０５分ごろ 

発生場所 石川県能登町小木
お ぎ

港の東防波堤 

 能登小木港東防波堤灯台から真方位００１°６５ｍ付近 

 （概位 北緯３７°１８.０′ 東経１３７°１４.２′） 

事故の概要  漁船第八金
きん

晴
せい

丸は、東進中、東防波堤に衝突した。 

 第八金晴丸は、球状船首部に亀裂等を生じ、また、東防波堤のコン

クリート部に擦過痕を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八金晴丸、１７７トン 

 １３４３８２、有限会社金晴水産 

 ４１.０１ｍ×６.８０ｍ×３.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年３月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 五級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成５年４月５日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２７年３月２４日 

  免状有効期間満了日 平成３２年３月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 球状船首部に亀裂等 

東防波堤 コンクリート部に擦過痕 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか８人（日本国籍４人、インドネシア共和国籍４

人）が乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、石川県北方沖の漁場に向

け、平成２７年１１月２３日２２時００分ごろ小木港を出港した。 

 本船は、船長が、操舵室左舷側で立って遠隔操舵装置で手動操舵に

当たり、約３ノットの対地速力で、北防波堤の南端から約２０ｍ離し

て東進中、船首方約１０ｍに迫った東防波堤に気付き、機関を全速力

後進にかけたものの、２２時０５分ごろ東防波堤に衝突した。 
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 船長は、球状船首部付近から油が流出している旨を甲板員から知ら

され、本事故の発生を船舶所有会社に連絡した後、自力での航行によ

り係留地に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 損傷状況（球状船首部） 

参照） 

 その他の事項  船長は、いか釣り漁船に船長として約２２年間乗船しており、小木

港での夜間の出港経験が多数あった。 

 本船の船首部には、見張りの支障となる構造物はなかった。 

 船長は、レーダー２台及びＧＰＳプロッターを作動させていたが、

航行に慣れた港なので目視による見張りで問題なく出港できると思

い、レーダー及びＧＰＳプロッターを使用して本船の位置を確認して

いなかった。 

 本船は、前部甲板上方に、‘２,０００Ｗの作業灯５個、１,０００

Ｗの作業灯１個及び５００Ｗの投光器３個’（以下「本件作業灯等」

という。）を備えていた。 

 本船は、通常、夜間に小木港を出港する際、船長が、投光器を消灯

し、作業灯を点灯して離岸した後、北防波堤南方に向けて回頭を終え

た頃に作業灯を消灯し、変針目標としていた能登小木港西防波堤灯台

（以下「西防波堤灯台」という。）が右舷正横に見えるようになった

頃に西防波堤と東防波堤との間に向けて右転していた。 

 西防波堤灯台は、灯質が、群閃緑光、毎５秒に２閃光、光達距離は

３海里である。 

 船長は、本件作業灯等を消灯していなかったので、いつものように

消灯していれば、西防波堤灯台を見落とすことがなかったと本事故後

に思った。 

 船長は、少しでも条件が良い漁場を確保しようと思い、出港を急い

でいたものの、操船以外の作業等は行っていなかった。 

 本船は、係留地に着岸して周囲にオイルフェンスが張られ、流出し

た油が、２６日１５時３０分ごろまでに僚船の協力を得て吸着マット

で回収された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、小木港を東進中、船長が、本件作業灯等を点灯した状態で

操船していたことから、変針目標としていた西防波堤灯台を通過した

こと及び東防波堤に接近していることに気付かずに航行し、東防波堤

に衝突したものと考えられる。 

 船長は、少しでも条件が良い漁場を確保しようと思い、出港を急い

でいたことから、本件作業灯等を点灯したまま操船していたものと考
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えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が小木港を東進中、船長が、本件作業灯等を

点灯した状態で操船していたため、変針目標としていた西防波堤灯台

を通過したこと及び東防波堤に接近していることに気付かずに航行

し、東防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・出港する際に作業灯等を点灯する必要がある場合には、見張りの

妨げとならないようにすること。 

 ・夜間、慣れた港内を航行する場合においても、視認しにくい防波

堤に接近することのないよう、目視のみならず、レーダー等を使

用して見張りを適切に行うこと。 

 

 



 

事故発生場所 

（平成２７年１１月２３日 

 ２２時０５分ごろ発生） 

付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 損傷状況（球状船首部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


